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地方創生推進事務局

特区制度の振り返りと今後の展開
地方創生2.0におけるあり方検討

資料７



■石破総理ご発言（議事要旨より抜粋）

本日は、今後取り組む規制・制度改革事項に加え、三つの特区制度の検証と今後の在り方について、
御議論を頂戴いたしました。

方針を決定した16の規制・制度改革事項につきましては、早急に対応を進めるとともに、方針が決まっ
ていない事項につきましては、民間議員の御指摘も踏まえ、国家戦略特区ワーキングヒアリング等を通じ
て、検討を前に進めていただきますようお願いいたします。

その際、制度の主務官庁は、地域の声に丁寧に耳を傾け、社会環境や技術の変化も踏まえた、規制・
制度のあるべき形を自ら主体的に検討するようにお願いをいたします。

地域の課題を起点とする規制・制度改革を大胆に進めていく中で、特区制度はその重要な一翼です。
各特区における特例の全国展開について、具体的な取組を開始してください。

特区制度が地域の期待により一層、きめ細かく応えることが出来る制度となりますように、特区制度の新
たな運用の在り方について、来年６月までに具体的な検討を進め、『地方創生2.0』につなげていただき
ますようにお願い申し上げます。

2024年12月24日 第65回 国家戦略特別区域諮問会議

1

２～３月に特区制度に関するアンケートを実施します。
地域の声をお待ちしています！



特区制度の経緯

2002年 2011年 2013年
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 構造改革特区制度は、地域の独創的な構想を最大限実現するための環境整備を内閣一体となって行って
いくものとして2002年に法制定

 総合特区制度は、国と地域の政策資源を集中させることにより、産業の国際競争力の強化となる拠点形成と、
地域資源を最大限活用した地域の活性化を推進するものとして、2011年に法制定し、国際戦略総合特区
と地域活性化総合特区を指定 (2013年閣議決定により、以降の指定は見合わせることとされている）

 その後、国家戦略特区制度が、産業の国際競争力の強化とともに、国際的な経済活動の拠点形成を図り、
経済の発展及び国民生活の向上に寄与するためのものとして2013年に法制定

※

総合特区
規制の特例措置（指定区域）

＋財政支援

特区指定数 ２３ 

実現に向けて
国と地方の協議会で議論

特例措置 ２０ 

全国展開 ３１ ※

先駆的取組に
国と地域の政策資源を集中

国家戦略特区
民間有識者が参加するＷＧ、

諮問会議で調整

規制の特例措置は
特区指定区域が活用可能

特例措置 ６７ 

全国展開 ９３ ※

特区数（政令指定） １６ 

大胆な規制・制度改革
による経済再生

構造改革特区
規制の特例措置は

全ての自治体が活用可能

特区認定数（累計実績） １４２４ 

実現に向けて
省庁間で調整

特例措置 ５６ 

 全国展開 145

地域の特性に
応じた規制改革を実施

※初めから全国展開されたものを含む

2002年 2011年 2013年 令和6年12月現在
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特区制度の意義（他の制度との関係）
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特区制度は、全国的な規制・制度改革を推進する規制改革推進会議等、他の枠組みとの連携を図りつつ、

① 規制・制度面で課題に直面している地域からの提案窓口
② 改革意欲の高い地域と国が協力・連携して、規制・制度改革を進める枠組
③ 全国一律での実現が難しい規制・制度改革について、各特区法に基づいて特例を創設し実証を行う枠組
④ 特区認定が、地域内での連携・モチベーションやブランド価値向上にも資する

等の特徴・意義を有する制度

国家戦略特別区域・構造改革特別区域制度
（国家戦略特別区域法・構造改革特別区域法）

地域で活用する特例化を
通じた規制改革も

検討可能

規制改革推進会議
※規制改革・行政改革ホットライン（縦割り110番）

全国一律で
規制改革を検討

第６５回国家戦略特別区域
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これまでの主な成果
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 ３つの特区制度の運用を通じ、保育、教育、観光・商工業、農業、医療、人材、交通・都市再生など、地方の生
活環境と経済活性化に関連する幅広い分野で、地域の実情を踏まえた規制・制度改革を実現

 全体では2024年12月時点で269※の全国措置化、特例措置も320件（320の内177は全国措置化(269の内数)）
※ 構造特区は、特区での議論を通じ最初から全国措置化されたものはカウントできず、含まれていない

構造改革特区
（2003年度）

施設基準、毎年度の評価、経営支障時の就
学継続措置等、一定の要件を満たせば、株式会
社が学校（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
大学等）を設置することができる特例。
不登校やグローバル、デジタルなど学校教育

の多様化するニーズや、地方の廃校活用による
スクーリング参加など地方創生にも貢献。

【認定計画数（累計）】52件
（全国24都道府県で活用）

教育

～地域産品を使った農家レストランの農用地区域内設置を容認～

地域農畜産物利用促進事業

農業者が自ら生産した農畜産物または同一
地域内で生産された農畜産物を主たる材料とし
て調理し提供する場合に、農家レストランを農
用地区域内に設置することを可能とする特例。
農業の６次産業化の推進、所得向上、雇用の

確保に寄与。

全国展開（2019年度）

【活用件数（全国展開前）】 15件
内訳：新潟市：４件、東京圏：１件、愛知県：３件、

関西圏：４件、養父市：１件、沖縄県：２件

農業

～株式会社による学校設立が可能に～

学校設置会社による
学校設置事業

国家戦略特区（2014年度）

構造改革特区
（2003年度）

農家民宿等を営む農業者が、自ら生産
した米又は果実を原料とした濁酒又は果
実酒を製造する場合、最低製造数量基準
を適用しない特例。
事業者の新規参入や新たな観光資源の

創出、６次産業化に寄与。

～特定農業者による特定酒類の最低製造数量基準を撤廃～

特定農業者による
特定酒類の製造事業

【認定計画数（累計）】210件（全国43道府県で活用）

観光・商工業

国家戦略特区
（2015年度、2017年度）

【活用自治体】神奈川県、大阪府、沖縄県、仙台市、成田市

「地域限定保育士」の創設
保育

＜参考＞特区を活用した取組の一例（分野別の主な活用事例はこちらをご覧ください）

～地域のニーズに応じた集中的な保育士の確保～
試験を実施する自治体内のみで勤

務可能※となる特別な保育士資格を設
け、多様な法人による試験事務の実
施を可能とする特例。

2023年度末までに約8,600人が資格
を取得し、地域における保育士確保
に寄与。

※【活用自治体】は過去に活用した自治体や今後活用予定の自治体を含む

※資格を取得し、登録を受けて３年経過後は全国で勤務可能

第６５回国家戦略特別区域
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取組を踏まえた主な課題①
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 特区の特例はあくまでも弊害の有無を確認する実証プロセスであり、最終ゴールは（地域ブランドとして有用性の高い一部
特例を除き）全国展開を目指すこととしている。近年、全国展開件数は、国家戦略特区では増加傾向にある
（図１）ものの、特例化から長期間を経ても、全国展開されていない特例も残っている（措置化から５ヵ年
度以上を経た特例は３特区で計114件、全体の約36％、図２）

 特に総合特区、国家戦略特区は、特区指定区域しか特例を活用できないこともあり、結果として全国への裨益
効果が限定的となっている（P２左下表、参考資料２-３）

【図２】特例措置化と全国展開
構造改革
特区

総合
特区

国家戦略
特区

特区
全体

特例措置化 203件
※

25件 94件 322件
※

その後
全国展開

145件
（72.1％）

5件
（20％）

27件
（28.7％）

177件
（55.3％）

現在も
特例

56件
（27.9％）

20件
（80％）

67件
（71.3％）

143件
（44.7％）

うち特例化から
５ヵ年度経過

51件
（25.4％）

20件
（80％）

43件
（45.7％）

114件
（35.6％）

うち複数区域
で活用

18件
（9.0％）

0件
（0.0％）

21件
（22.3％）

39件
（12.2％）

※ 規制制度の変更等に伴う廃止２件を含む。なお、割合は廃止２件を除いて算出

【図１】各特区制度における全国展開件数の推移

※ 構造改革特区は、特例措置後に全国展開された件数（最初から全国
展開された件数はカウントができないため含まない）

＜令和６年12月現在＞

（件数）

（年度）
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取組を踏まえた主な課題②
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 規制・制度改革の措置化は、特に構造・総合特区では制度の創設当初に多い傾向（図３）が見られる。ま
た国家戦略特区では、地域によって規制・制度改革の提案や活用に差が見られる（図４）

 これらは、制度創設又は特区指定当初の取組により、一定の改革が実現できたと評価できる面もあるが、特に
規模の小さな自治体や事業者にとっては、新規提案を発掘し、主務官庁にエビデンスを提示し、時には利害関
係者から厳しい指摘を受けながらも、粘り強く交渉を続けて規制改革を実現していくハードルの高さや、一方で
発案者のメリットの小ささを指摘する声もある

【図３】各特区制度における措置件数の推移 【図４】国家戦略特区指定12区域の評価（令和５年度）

※ 第63回国家戦略特別区域諮問会議資料４より抜粋

３.新規提案

達成 進行中 要推進 合計
規制改革
事項数

(うち
初認定) 事業数 件数

81 22 3 106 3 0 7 19

東京都 62 19 2 83 2 0 6 13

神奈川県 13 1 1 15 0 0 0 1

千葉市（３次指定） 2 1 0 3 0 0 0 1

成田市 4 1 0 5 1 0 1 4

28 4 0 32 0 0 0 12

大阪府 19 1 0 20 0 0 0 12

兵庫県 3 2 0 5 0 0 0 0

京都府 6 1 0 7 0 0 0 0

7 0 0 7 0 0 0 0

9 0 0 9 0 0 0 3

31 18 1 50 4 2 12 17

福岡市 21 17 1 39 2 1 10 15

北九州市（３次指定） 10 1 0 11 2 1 2 2

6 1 0 7 2 1 2 3

1 0 1 2 0 0 0 0

13 3 0 16 1 0 2 4

14 0 0 14 1 0 1 0

11 0 0 11 1 0 1 5

広島県 6 0 0 6 1 0 1 3

今治市 5 0 0 5 0 0 0 2

2 7 0 9 3 1 5 9

0 4 0 4 2 0 2 13

加賀市 0 3 0 3 1 0 1 4

茅野市 0 0 0 0 0 0 0 4

吉備中央町 0 1 0 1 1 0 1 5

203 59 5 267 13 4 32 79

広島県・今治市（３次指定）

つくば市
（スーパーシティ）

加賀市・茅野市・吉備中央町
（デジタル田園健康特区）

合計

養父市

福岡市・北九州市

沖縄県

仙北市（２次指定）

仙台市（２次指定）

愛知県（２次指定）

新潟市

区域名
１.  進捗状況 ２. 新規の特例活用事業

東京圏

関西圏

（件数）

※ 特例措置件数と全国展開件数の合算（特例措置から全国展開されたものは２段
階で計上。構造改革特区は、最初から全国展開されたものはカウントできないため含まな
い。規制制度の変更等に伴う廃止された特例措置も含む）

（年度）

第６５回国家戦略特別区域
諮問会議資料より抜粋・編集



取組を踏まえた主な課題③
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 また折角、提案を行っても、特に利害関係者の多い案件などは主務官庁との調整が難航し、規制・制度改革
がなかなか実現できなかったり、実現しても条件が付加されるなどの結果、措置の活用が思うように進まない
ケースもある（図５）

 更に新規提案や特例活用が抑制されている背景として、特区制度の活用方法や他の規制改革制度との関係
が分かりにくい、といった指摘も聞かれる

※ 国家戦略特区の内容について約６割が「あまり知らない」「全く知らない」と回答（令和６年１月時点）（図６）

4.8

3.7

2.5

34.1

23.5

16.8

40.4

43.5

47.8

20.6

29.3

32.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

国家戦略特区制度

構造改革特区制度

総合特区制度

よく知っている ある程度知っている あまり知らない 全く知らない

【図６】特区制度の内容の認知度

構造改革
特区

総合
特区

国家戦略
特区

特区
全体

特例措置 56件 20件 67件 143件

複数区域  
  で活用

21件
（37.5％）

0件
（0.0％）

26件
（38.8％）

47件
（32.9％）

単独区域
  で活用

15件
（26.8％）

16件
（80.0％）

19件
（28.4％）

50件
（35.0％）

活用実績
  なし

20件
（35.7％）

4件
（20 ％）

22件
（32.8％）

46件
（32.2％）

【図５】特例措置の活用状況

(出典）令和5年度国家戦略特区の活用促進及び成果等の発信に関する調査分析業務報告書

※n=2,089（地方自治体職員向けのML経由 1395、内閣府のFB経由694）

※ 過去に活用されていたものも含めて計上

＜令和６年12月現在＞
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本年６月の地方創生2.0に向け、地域の声に耳を傾けつつ
取組を推進・検討

今後の方向性
規制・制度改革は、国でしかできないこと。安心・安全で暮らせる持続可能な地域経済社会を創るため、これまで
の成果や課題を踏まえ、以下の３つの柱を軸に、地域の意欲を国が阻害することのないよう、地方の課題を起点と
する規制・制度改革を大胆に進める

３つの柱 取組の方向性

これまでの成果の
全国への普遍化

• 特例措置の全国展開を更に推進
• 直ちに全国展開が困難なものは、全自治体が活用可能な構造改革特区の特例化

を検討
• 活用が伸び悩む特例措置の要件を再検証

新たな挑戦への
サポート強化

• 新規の規制・制度改革提案への
サポート（エビデンス収集等）

• 規制・制度改革を活用した新たな
取組・事業へのサポート

産官学金労言の
理解・連携促進

• 特区の活用促進につながる情報発信強化（地域の好事例など）
• 自治体・事業者など現場の声の聞き取り
• 規制・制度改革関係制度の連携強化（参考資料２-５）

総合経済対策2024における先行取組（参考資料２-４）
 先端的サービスに関する調査・実証
 新しい地方経済・生活環境創生交付金による財政支援
 利子補給金制度の拡充（対象事業分野や事業規模に

関する要件緩和）
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新しい地方経済・生活環境創生交付金による支援

新しい地方経済・生活環境創生交付金で、
特区制度に係る制度・規制改革を活用した、
又は活用しようとする事業※は優先順位が
高くなります
※地方創生推進事務局に提案や事前相談を行っている
事業を想定

新しい地方経済・生活環境創生交付金オンライン制度説明会資料より

国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策（令和６年11月22日閣議決定）（抄）
第２章 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた具体的施策
第１節 日本経済・地方経済の成長 ～全ての世代の現在・将来の賃金・所得を増やす～
２．新たな地方創生施策（「地方創生２.0」）の展開～全国津々浦々の賃金・所得の増加に向けて～
（１）「新しい地方経済・生活環境創生本部」による新たな地方創生の起動
（略） 特区の活用を始め、地域の実情を踏まえた幅広い分野の制度・規制改革を加速する。スーパーシティ、デジタル田園健康特区45、連携絆特区、金融・資産運用

特区において、先端的サービスによって地域課題を解決するモデル地域として、必要な制度・規制改革やデータ連携に係る調査・実証を行う。その中で得られた知見は、他地
域にも共有する。特区や制度・規制改革を活用しようとする地域の意欲ある取組について、新しい地方経済・生活環境創生交付金により支援する。



２～３月に特区制度に関する全国の自治体・事業者向けに
アンケート（任意）を実施します。地域の声をお待ちしています！

＜質問を予定している主な事項（案）＞

①これからの地方経済・生活環境創生に向け、規制・制度改革が必要・重要と
考えられる分野はあるか。具体的事項は？

②３つの特区制度（国家戦略特区、構造特区、総合特区）の特例の中で活
用したいものはあるか

③特例活用に関心はあるが、特例の要件等の改善・緩和が必要と考えられる
事項はあるか

④地域で規制改革を提案し、活用していく際に障害となることはあるか。国に
期待する内容は何か

⑤その他、特区制度の運用改善に向けた意見はあるか

本日お伝えしたいこと①
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地域から
日本を元気に！
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地域の課題解決や活性化にあたり、全国一律の規制・制度が

・地域の実情に合っていない

・技術の進展やビジネスの実態に合っていない

特区制度を活用して ・新しい規制の特例を提案・創設が可能です。

・創設された既存の特例を最大限活用下さい。

本日お伝えしたいこと②

• 規制の特例の提案は随時受け付けています。
• 特区指定地域以外の自治体・事業者・個人誰でも提案可能です。
• 頂いたご提案は内閣府から関係省庁に検討を依頼します。
• ご提案、相談いただいた取組は新しい地方経済・生活環境創生交付金の申請の際、優先順位が
高くなります。

規制改革事項の提案募集について

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/teian.html

ご提案・ご相談はホームページから

お寄せください。

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/teian.html
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既存の規制の特例の活用方法

□構造改革特区の特例を活用したい！
YES

諦めず、内閣府にご相談ください！

全国すべての自治体が申請可能です！（年３回受付）

□国家戦略特区・総合特区の特例を活用したい！
YES

□特区指定地域である。
YES

特区手続きに従い、
活用可能です。

そうでなくとも

内閣府（地方創生推進事務局）から担当省庁に対して、
規制の特例措置の全国展開の検討を依頼することが可能です。

（既に300件以上の規制の特例措置が創設）

個々の内容は後程
ご説明します！

※新しい地方経済・生活環境創生交付金（第２世代交付金）で、特区制度に係る制
度・規制改革を活用した、又は活用しようとする事業は優先順位が高くなります
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本日お伝えしたいこと③



 第６５回 国家戦略特別区域諮問会議
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai65/shiryou.html

 国家戦略特区 規制改革メニュー
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/menu.html

 国家戦略特区 活用事例（令和5年版）
 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/katuyoujirei_2303.pdf

 構造改革特区 活用できる特定事業一覧
 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/pdf/230825kouzou_ichiran.pdf

 構造改革特区 事例集（令和5年4月）
 https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/pdf/03_zirei.pdf

 総合特区制度の概要・指定区域
 https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/pdf/sogotoc_gaiyo_2404.pdf
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ご意見・ご質問などのお問い合わせはこちらへ

内閣府地方創生推進事務局
内閣府 特区 検索〠100-0014 東京都千代田区永田町1-11-39  永田町合同庁舎  

TEL：03-5510-2472  MAIL：i.kokkatoc★cao.go.jp（★を@に置き換え）  

ご清聴ありがとうございました

https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/dai65/shiryou.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/menu.html
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/pdf/katuyoujirei_2303.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/pdf/230825kouzou_ichiran.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kouzou2/pdf/03_zirei.pdf
https://www.chisou.go.jp/tiiki/sogotoc/pdf/sogotoc_gaiyo_2304.pdf
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